
 

会議の名称 令和７年度第１回門真市環境審議会 

開 催 日 時 令和８年２月20日(水)13時30分から15時30分まで 

開 催 場 所 門真市立リサイクルプラザ５階マルチホール 

出 席 者 

【出席】（出席人数 10人/全12人中） 

 会長   藤田 香     副会長  島田 洋子 

 委員   髙峰 光一    委員   小阪 和之 

 委員   畑 智恵子    委員   赤楚 隆司 

 委員   下野 隆二    委員   池田 慶子 

 委員   緒賀 さとみ   委員   遠山 真由美 

【欠席】 

 委員   藤井 康嗣    委員   東野 信之 

【事務局】 

環境水道部:廣田部長、真砂次長、長谷川総括参事、宮井参事   

環境政策課:木本課長、上野課長補佐、西谷課長補佐 

議  題 

(内  容) 

１ 開会 

２ 環境水道部長挨拶 

３ 委員及び事務局紹介 

４ 議事 

（１）会長、副会長の選出 

（２）会長挨拶 

（３）会議の公開、非公開について 

（４）環境基本計画の進捗状況について 

  ①環境基本計画の概要について 

  ②門真市役所の事務事業に伴う温室効果ガス排出量に 

ついて 

・令和６（2024）年度 温室効果ガス総排出量の実績報

告 

③門真市環境基本計画年次報告書（令和６年度実績） 

（４）その他報告事項 

傍 聴 数 １人 

担 当 部 署 

(事 務 局) 

(担当課名)環境水道部環境政策課 

(電  話)06-6902-6490(直通) 
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定刻よりも少し早いですが、ただいまより、令和７年度

第１回「門真市環境審議会」を開催させていただきます。 

委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中、ご出

席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の司会を務めさせていただきます、環境水道部環境

政策課の西谷でございます。 

よろしくお願いいたします。 

失礼ながら、着座にて進行させていただきます。 

はじめに、お手元に配布させていただいております資料のご

確認をお願いいたします。 

１点目、「議事次第」でございます。 

２点目、「門真市環境審議会委員名簿」でございます。 

３点目、資料１「令和６（2024）年度 温室効果ガス総排出

量の実績報告」でございます。 

４点目、資料２「門真市環境基本計画年次報告書（令和６年

度実績）」でございます。 

５点目、参考資料１「審議会等の会議の公開に関する指針」

でございます。 

６点目、参考資料２「門真市環境審議会の会議公開要領」で

ございます。 

７点目、参考資料３「門真市環境審議会 会議傍聴要領」で

ございます。 

８点目、参考資料４「第６期 門真市エコオフィス推進計

画」でございます。 

資料番号は付しておりませんが、参考資料として本審議会で

ご審議いただき、令和７年３月に策定しました「門真市環境基

本計画」、門真市環境基本計画の別冊であります「門真市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「門真市環境基本計画(概

要版）」をご用意させていただいております。 
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資料等は以上でございますが、お手元にない資料がございま

したら、事務局までお知らせ願います。 

よろしいでしょうか。 

また、お手元に資料とは別の封筒があるかと存じますが、封

筒の中に環境審議会委員の委嘱状を入れさせていただいており

ます。恐れ入りますが、お名前等のご確認をお願いいたしま

す。 

本来でしたら、審議会の開催に際し、宮本市長から直接、委

員の皆様に委嘱状をお渡しさせていただくべきところでござい

ますが、市長はあいにく別の公務のため、欠席させていただい

ております。失礼ながら、委嘱状をお配りさせていただいてお

りますことについて、ご了承賜りますようお願い申し上げま

す。なお、委嘱期間は本日から令和９年３月 31 日までとなっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

さて、本日は、委員 12 名中 10 名がご出席されておりますの

で、門真市環境審議会規則第５条第２項の規定により、本審議

会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

なお、議事録作成のために、録音させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に沿って進行させていただきます。 

まず、開会に当たりまして、環境水道部長の廣田からご挨拶

させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

環境水道部長の廣田でございます。 

門真市環境審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

委員の皆さまにおかれましては、平素より本市環境行政の推
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司会 

 

委員 

進にご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

また、本日は、何かとお忙しい中、環境審議会にご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 

さて、本日の審議会でございますが、令和５年度から令和６

年度にかけて皆様にご審議いただき、令和７年３月に策定させ

ていただくことができました環境基本計画の進捗管理が主題と

なってございます。 

なにぶん計画策定後、初めての審議会でどのように進捗管理

をしていくのが良いのか、まだ手探りの状態でございますが、

忌憚のないご意見をお聞かせいただき、皆様と一緒に環境基本

計画の環境像である「未来をともにつなぐ 新しい豊かな暮ら

しを創るまち かどま」の実現を目指してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げまして、簡単ではありますが、私の挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、次第の三番目、「委員及び事務局紹介」でござい

ます。 

初めに審議会委員の皆様をご紹介させていただきます。 

お手元の資料の委員名簿の順番にお名前のみご紹介させてい

ただきます。 

はじめに第１号、学識経験者の委員としまして、島田委員で

ございます。 

 

島田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

藤田委員でございます。 

 

藤田です。よろしくお願いいたします。 
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次に第２号、関係行政機関の委員としまして、髙峰委員でご

ざいます。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

次に第３号、市長が適当と認める者の委員としまして、小阪

委員でございます。 

 

小阪でございます。よろしくお願いいたします。 

 

畑委員でございます。 

 

畑です。よろしくお願いいたします。 

 

赤楚委員でございます。 

 

赤楚です。よろしくお願いいたします。 

 

下野委員でございます。 

 

下野です。よろしくお願いいたします。 

 

池田委員でございます。 

 

池田です。よろしくお願いいたします。 

 

緒賀委員でございます。 
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緒賀さとみと申します。よろしくお願いいたします。 

 

遠山委員でございます。 

 

遠山です。よろしくお願いいたします。 

 

本日、藤井委員、東野委員につきましては、日程の調整がつ

かずご欠席でございます。皆様、よろしくお願いいたします。 

続きまして、事務局をご紹介いたします。 

[事務局の紹介] 

 

それでは、議事に入ってまいります、（１）「会長、副会長の

選出」についてであります。 

恐れ入りますが、緑色の冊子、門真市環境基本計画 50ペ

ージに、門真市環境審議会規則を掲載しておりますのでご参照

ください。 

審議会委員の改選後、初めての審議会でございますので、門

真市環境審議会規則第４条の規定により、審議会に会長、副会

長を置き、委員の互選によって定めることとなっております。 

大変恐縮ではございますが、事務局から会長、副会長をご推

薦させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

ありがとうございます。 

それでは、事務局からご推薦させていただきます。 

会長には、前回の環境審議会で会長職をお勤めいただきまし

た近畿大学総合社会学部の藤田委員に引き続きお願いできれば

と存じます。また副会長には、京都大学大学院工学研究科の島
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田委員にお願いしてはどうかと考えております。 

ご異議等ございませんでしょうか。 

 

【異議なし・拍手】 

 

ありがとうございます。 

それでは、藤田委員に会長職を、島田委員に副会長職をお願

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

【会長席に移動】 

 

それでは会長より、一言ご挨拶をお願いしたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

 

改めまして、近畿大学から参りました藤田でございます。 

このような職を推していただきましたことを大変恐縮いたし

ております。微力ながら、皆様と一緒により良い門真の環境に

ついて議論を深めることができれば良いと思っておりますの

で、円滑な議事進行、忌憚なきご意見、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

それでは、以後の進行を藤田会長にお願いしたいと存じま

す。藤田会長、よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございます。 

それでは次第に従いまして、議事（３）「会議の公開・非公

開について」事務局様の方から説明をよろしくお願いいたしま

す。 
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お手元の参考資料１「審議会等の会議の公開に関する指針」

をご覧ください。 

「審議会等の会議の公開に関する指針」第４条では、「審議

会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該会

議に諮って行う。」こととなっております。また、同指針の第

３条では「審議会等の会議は、公開するものとする。」として

おり、例外を除きまして「公開」することが規定されておりま

すので、本審議会につきましても原則的には「公開」とさせて

いただきたいと考えております。 

なお、会議の公開及び傍聴の詳細につきましては、令和５年

度第１回環境審議会でご確認いただきました参考資料２「公開

要領」及び資料３「傍聴要領」のとおりとさせていただきたい

と考えております。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

ありがとうございます。 

ただいま、事務局様より「会議の公開・非公開について」説

明がありました。 

「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づきまして、

「公開」するべきだと考えております。また、会議の公開要領

及び傍聴要領につきましても、前回のとおりで特に問題はない

かと考えますが、ご異議等ございませんでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

ありがとうございます。では、本審議会は「公開」と決定さ

せていただきたいと思います。 

ただいまより、傍聴者がおられましたら、傍聴席に入ってい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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傍聴者がおられますのでしばらくお待ちください。 

 

【傍聴者入室】 

 

引き続き、進行をお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

それでは、傍聴者の方がいらっしゃいますので、傍聴要領に

もとづいて、傍聴の方よろしくお願いいたします。 

本日の議事次第（４）環境基本計画等の進捗状況についてで

ございますが、三点ご説明があるようです。では、まず一点目

環境基本計画の概要について、事務局よりご説明をよろしくお

願いいたします。 

 

それでは、議事（４）環境基本計画の進捗状況についてご説

明させていただきます。 

今回初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、門真

市環境基本計画の概要について、お手元の水色の冊子、「門真

市環境基本計画（概要版）」を用いてご説明させていただきま

す。 

こちらは、お手元にあります緑色の冊子「門真市環境基本計

画」及び青色の冊子で環境基本計画の別冊となっております

「門真市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の概要を記

載したものでございます。 

なお、新しく策定した環境基本計画と以前の環境基本計画と

の関係性を少し補足説明いたしますと、新しい環境基本計画

は、以前の環境基本計画の内容を踏襲するとともに、喫緊の課

題となっております地球温暖化防止の取組や、気候変動対策な

どの内容を包含した計画となっております。また、以前の計画
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では、具体的な数値目標の設定はございませんでしたが、環境

指標として、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量、一般廃

棄物の排出量と資源化量、環境基準の達成状況の４項目を設定

しておりまして、その環境指標や取組内容等も新たな計画に踏

襲したものとなっております。 

それでは、「門真市環境基本計画 概要版」の１ページをご

覧ください。 

１ 計画策定の背景でございますが、計画を取り巻く社会潮

流の変化として、国際的な視点から、現在、人類は気候変動、

生物多様性の損失及び汚染という３つの環境危機に直面してい

ます。地球温暖化により世界の平均気温は上昇し、森林火災や

豪雨、台風等の自然災害や生態系の破壊など、さまざまな影響

が現れています。 

また、プラスチック製のごみなどが海洋に流出し問題となっ

ている、マイクロプラスチックを含むプラスチックごみ、人為

的な水銀排出や有害化学物質による汚染が深刻化しており、

水、大気、食物連鎖等を通じた健康影響や生態系への影響が懸

念されております。 

図１では、地球温暖化に関連して、世界各地で発生した気象

災害を紹介しております。 

これらの世界的危機を踏まえ、令和６年５月に策定されまし

た国の第六次環境基本計画では、社会変革が必要であるとされ

ていること、また「現在及び将来の国民一人一人のウェルビー

イング／高い生活の質」の実現が環境政策の最上位の目標とし

て掲げられており、環境・経済・社会の課題に対して統合的に

取り組むことが必要である旨を導入として記載しております。

ウェルビーイングには、従来の賃金、GDP、金融資産等の市場

を通じた価値だけではなく、健康、快適さ、主観的幸福感等の

非市場的価値を含めて、双方を引き上げていくような新たな成

長を目指すという趣旨が含まれております。 

次に（２）環境に関する市の取組として、脱炭素社会の実現
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に向けて一人一人が取り組むべき、「デコ活」について記載し

ました。「デコ活」という言葉自体の認知度は、まだまだ低い

状態であろうかと存じますが、「デコ活」は、国が 2050 年まで

に二酸化炭素排出量実質ゼロ及び 2030 年の温室効果ガス削減

目標である 2013 年度比 46％削減の実現に向けて展開している

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛

称で、脱炭素の Decarbonization と環境に良い Eco を含むデ

コと活動・生活を組み合わせた新しい言葉でございます。図３

にございます、省エネや無駄をなくすなどの行動をみんなで実

践することにより、将来的な生活がより豊かに、より自分らし

く快適・健康なものとすることと、2030 年の温室効果ガス削

減目標も同時に達成する、新しい暮らしを提案するものでござ

います。本市におきましても、このデコ活の取り組みに賛同し

令和５年 10 月に「デコ活宣言」をしております。 

なお、用語の説明につきましては、緑色の冊子 門真市環境

基本計画の 129 ページ以降に用語集がありますので、参考にし

ていただければと思います。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

計画の位置づけと計画の期間でございます。 

今回の計画は、従来の環境基本計画に、地球温暖化対策の推

進に関する法律に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策

編）」、気候変動適応法に基づく「地域気候変動適応計画」を内

包した計画となっており、図４に示すとおり、各種関連計画と

も連携・調整を図っております。 

本計画の期間は、図５に示すとおり、令和７年度から令和

16 年度までの 10 年間で、目標年度につきましては、環境基本

計画は計画期間最終年度となる令和 16 年度、区域施策編は国

や大阪府との整合を図るため令和 12 年度（2030 年度）を目標

年度としておりますが、最終的には 2050 年までの二酸化炭素

排出量実質ゼロの達成を目標としております。 
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続いて、４ページをご覧ください。 

門真市環境基本計画において掲げる、「目指すべき環境像と

目標」でございますが、目指すべき環境像として「未来をとも

につなぐ 新しい豊かな暮らしを創るまち かどま」としまし

た。「未来をともにつなぐ」については、前回の環境基本計画

の環境像である「未来の子どもたちにつなぐ 美しいまち門

真」から、こども達だけでなく、みんなで一緒に未来を！とい

う意味で、少しニュアンスを変えて残しました。また、脱炭素

への取り組みを進めていく観点から、国が推進されている「脱

炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」から「新

しい豊かな暮らしを創る」を採用し、そのような「まち」をと

もに創っていく、ともにつないでいくという意気込みを込めて

おります。また「かどま」はひらがな表記とし、誰にもわかり

やすく、親しみやすいイメージが沸くように、との思いでござ

います。 

続いて５ページをご覧ください。 

先程の環境像を実現するための目標及び目標達成のための方

針と施策でございます。 

目標１は、脱炭素社会の構築、目標２は気候変動に強いまち

づくり、目標３は循環型社会の形成、目標４は生活環境の保

全、目標５は環境学習の推進としております。 

また、各目標には環境像実現のための環境指標と、2034 年

度の目標値を設定しております。 

続いて６ページをご覧ください。 

 各目標を達成するための施策でございます。 

 目標１につきましては、デコ活の推進に向けて、まずは省エ

ネルギー対策を徹底し、市民・消費者の行動変容、ライフスタ

イル変革を後押しするとともに、再生可能エネルギーの普及拡

大や吸収源対策等、脱炭素に資するあらゆる施策を検討し、地

球温暖化対策を推進いたします。 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて７ページをご覧ください。 

目標２につきましては、すでに顕在化している気候変動対策

として、集中豪雨等の自然災害への対策、猛暑による熱中症予

防など、気候変動の影響から市民を守る施策を実施いたしま

す。 

続いて８ページをご覧ください。 

目標３につきましては、従来の大量生産・大量消費・大量廃

棄の経済モデルから脱却し、資源の効率的・循環的な利用を図

るため、市民や事業者の皆さまと、ごみの減量や再資源化に係

る取り組みを実施します。 

続いて９ページをご覧ください。 

目標４につきましては、市民の良好な生活環境を確保し、自

然と共生した美しいまちを創る取り組みとして、大気や水質の

ほか、騒音等の市域における環境状態の監視に取り組みます。 

また、公園や民有地の緑化など、身近な緑を創造すること

で、自然環境と生物多様性の保全に取り組むほか、街の清掃活

動などを実施し、快適で美しいまちづくりを推進します。 

続いて 10 ページをご覧ください。 

目標５につきましては、環境学習の推進として、市・市民・

事業者が環境問題についての認識を共有し、自らの責任と役割

を理解して行動することができるよう、環境学習機会の確保や

人材の育成に取り組みます。 

続いて 11 ページをご覧ください。 

 こちらは環境基本計画の別冊として整理した、「門真市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」に係る記載でございま

す。 

こちらでは、門真市内における二酸化炭素排出量の削減目標

を「令和 12 年度に平成 25 年度比で 46％削減、令和 32 年度ま

でに二酸化炭素排出量実質ゼロ」として掲げ、そのための施策
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を推進することとしています。 

2021 年度実績で 2013 年度比約 30％削減となっております

が、2030 年度までにあと 16％の削減が必要となっておりま

す。 

 続いて 12、13 ページをご覧ください。 

 こちらは市民、事業者の方に、この冊子をご覧いただき、よ

り身近に感じていただくことができるよう、実際に市民の方、

事業者の方に行っていただきたい取組について記載しておりま

す。 

 続いて 14 ページをご覧ください。 

計画の推進体制、進捗管理につきましては、図のとおり門真

市の庁内体制と本審議会との連携・協働により、PDCA サイク

ルを回していくこととしております。 

 簡単ではございますが、門真市環境基本計画の概要について

の説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。何か概要といっても相当多岐にわ

たる、初めてご覧になられた方にとっては、難しい内容が含ま

れていたのではないかと思いますが、まず計画の期間というの

が、2025年から 2034年度までの計画で、最後にご説明があり

ましたように、14ページをご覧いただきますと、この環境審

議会ではこの計画に基づいて、どのようなことが現実にあるの

かということをチェックして、そして見直しや新たな方向性に

ついて意見、要望などを行う場となってございます。 

こうした観点からですね、委員の皆様にはご意見、ご質問も

含めて、ちょっと気にかかったところ等、また二番目、三番目

の内容にも関わってくるところもあるかとは思いますが、まず

は、今の事務局のご説明につきまして、ご意見、ご質問等ござ

いましたらお願いしたいと思います。 
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副会長、お願いします。 

 

ご説明ありがとうございます。 

私、今年度からメンバーに入らしていただいたので、こので

きたての環境基本計画、こちらの冊子の方も一緒に拝見させて

いただきまして、感想と言いますか、この門真市の環境基本計

画、本当に良いなと思うところというか、よく注目して門真市

の環境基本計画、本当に良いなと言うところがありましたの

で、述べさせていただきます。 

まず目標を５つ挙げておられて、概要のところは並べて書い

てあるのですが、緑の冊子の 24ページのところには目標の絵

があります。最後の環境学習の推進というところが真ん中にな

っているところが、本当に私はこの構成の仕方は素晴らしいな

と思っておりまして、今後この基本計画を進めていく上にも、

この環境学習というのは、実は１～４までのものすべてに関わ

ってくるもので、独立したものではございません。こういう構

成の仕方が概要には載ってないのですが、是非、いろいろと学

校などで推進していく時には、環境学習というのは全部の目標

に関わるもので、いつも一緒にやるわけじゃないですが、何か

組み合わせられることがあれば、組み合わせることができるん

だという視点が市民の方にも、関わっていただく事業者の方に

も、常にこの表を見つつ、いろいろ考えていくのに良い図で、

シンプルですけど良い図であると思いますので、凄くそこが良

いなと思いました。今後この大きい冊子と概要を市民の方や事

業者の方と市役所の方々が進めていく際には、目標がこんな風

な組み合わせでやっていくんだというのを常に原点に立ち戻っ

てやっていただけると良いのではないかと、いうふうに一番そ

こが良いなと、環境学習をどの自治体でもされるのですが、並



15 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

副会長 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んでいるだけで、何か一部門みたいに思われるのですが、これ

本当に真ん中になっているのが、今後推進していくのにも良い

視点だと思いますので、そこをちょっと気付きましたので発言

させていただきました。 

 

ありがとうございます。あの今回の太い方の冊子の目標と環

境指標の立て付けということで、ご意見を賜ったかと思いま

す。ご意見ということで良いでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは他の委員の皆様、何かございましたらどうですか。 

よろしいでしょうか。 

はい、そういたしましたら、また最後に全体を通じてお気付

きの点等がございましたら、お言葉を頂戴したいと思います

が、続きまして三点のご説明の二点目になります、②門真市役

所の事務事業に伴う温室効果ガス排出量について、事務局から

ご説明をお願いいたします。 

 

それでは、資料１「令和６（2024）年度温室効果ガス総排出

量の実績報告」をご覧ください。 

こちらの資料は、令和６年度に本市の事務事業から排出され

た温室効果ガスについて、実績をとりまとめたものでございま

す。 

参考資料４として、「第６期門真市エコオフィス推進計画」

を配布させていただいておりますが、この計画が本市の事務事

業から排出しております温室効果ガスを削減することを目的と

したものでございまして、その５ページから６ページに数値的

な目標としまして、本市の事務事業から排出した温室効果ガス

総排出量を 2030（R12）年度までに、2015（H27）年度比で

44％以上削減することを目標としており、その進捗管理を行う
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ものでございます。 

また資料１に戻らせていただきまして、令和６（2024）年度

の実績は１ページの（１）温室効果ガス総排出量のとおり、基

準年度の 2015 年度と比較して 29.8％削減となっております

が、昨年度の実績と比較しますと 5.1％の増加となっておりま

す。 

この増加となった最大の理由としましては、電気の使用に伴

う温室効果ガス排出量を算定するにあたり、電気事業者ごとの

基礎排出係数を用いますが、昨年度の報告までは、ある電気事

業者が電気の供給に伴って排出した二酸化炭素排出量を、供給

した電気量で割り、電気 1kwh あたりの二酸化炭素排出量を基

礎排出係数としておりましたが、今年度の報告から、従来の基

礎排出係数に代えて、非化石証書、グリーン電力・熱証書及び

再生可能エネルギー由来のクレジットの取引を反映させた「基

礎排出係数（非化石電源調整済）」を用いることになったため

でございます。 

仮に、従来の基礎排出係数を用いて令和６年度の温室効果ガ

ス総排出量を計算いたしますと、昨年度と比較して 2.9％削減

したこととなります。 

次に、（２）主な活動区分ごとの推移 でございますが、も

っとも温室効果ガスを排出する一般廃棄物の焼却について昨年

度と比較しますと、焼却量で 2,183 トン、温室効果ガス排出量

では 4.0％削減できました。 

２番目に温室効果ガスの排出量が多い活動である電気の使用

量については、昨年度より 2.1％削減しましたが、先程ご説明

しましたとおり、電気事業者の基礎排出係数の算出方法に変更

があったことから、大幅に上がり、温室効果ガス排出量につい

ては 24.3％増加しました。 

３ページに、（参考）としまして、活動区分ごとの温室効果

ガス排出量の年度別実績をとりまとめております。 

簡単でございますが、本資料に関する説明については、以上

でございます。 
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ご説明ありがとうございました。ただいまのご説明につい

て、ご意見ご質問等ございましたらお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

実績として上がった、下がったは別として、僕が感じたの

は、おそらくここからがしんどくなってくるのではないか、そ

んなに急激に下がるものではないでしょうし、事業ですね、普

通に活動していたらそう変わることは少ないかなと、手を打て

るものが、今の段階で見えているもので手を打っている訳です

から、なにか新しいものとか、違う発想がない限りはだんだん

と厳しくなってくるのではないかなと思うんですが、何か次の

案というか、何かあったりするんですか。 

 

いかがでしょうか。 

 

基本的には、お配りしている資料に第６期門真市エコオフィ

ス推進計画の冊子がございますが、どのような目標を立ててい

るか、目標に対してどのように削減していくかを記載していま

す。目標は 2015年の実績に比べて 2030年度までに 44%以上削

減するというような事ですが、具体的な削減の中身としては、

ひとり一人の職員がエコオフィスの活動を推進するだとか、公

共施設における省エネルギー・創エネルギー、太陽光発電です

とか、そういったものに取り組んでいったり、庁舎を建替える

時に ZEB化と言いまして、エネルギーをトータルで使わないよ

うにというか、実質ゼロにするような新しい庁舎を目指してい

くようなことで排出量を下げるのと、あとは、現在、門真市の

ごみ焼却に伴って排出される二酸化炭素排出量は純粋にという

か、あまり余熱を利用した発電等の活用ができていない老朽化

した施設でありますので、そういったものを発電があるものに
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変えていくなどをすることによって CO2の削減等を進めていき

たいと思っております。 

 

もう一つ聞いていいですか。今の施策というか、CO2は門真

市役所さんの管内というか、今の大きな流れ的なお話の中でと

いうか、実際に市役所で働いている人達って実際にどこまで認

識というか、そういう会議ってあったりするんですか。 

 

私どもの内部の組織でこのエコオフィス推進計画を進めてい

くための組織もありますし、新しく環境基本計画に変わりまし

たので、概要版の 14ページのところにもありますが、環境対

策推進委員会というのを、従来、エコオフィス推進委員会だっ

たのですが、これを環境対策推進委員会に変えまして、門真市

の事務事業だけでなく、門真市域全体の CO2排出量についても

具体的に考えていこうという事で組織を新しくして取り組んで

おります。 

 

思ったのは、去年ぐらいに Plan、Do、Actionやっぱり先生

方も言っているとおりだと思うんですが、一番大事というか、

大切というか、なんで言うたかというと結果が出ました、翌年

に向けて、何が良くて何が悪くて、どうしていくんだよという

こと、上層部でだいたい大きな設備的なところはすぐ出せると

思うんですね、けど、自分でもよく思うんですけど、なかなか

浸透しないですよね、環境のことって、僕ら事業をさせてもら

っていて、協力会社と話をさせてもらっていても、全然という

か、言い方が悪いかも知れないですけれど、全くと言っていい

ほど考えていないというか、全く興味を持っていない人とか、

まだいるのかというぐらい。特に会社をやらしてもらっている

と今年なんか景気がものすごく悪いというか、不安定という
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か、そんなことをしている場合じゃないというか、全然意識が

そっちにいってないように感じるから、余計に市役所や国を預

かっている人達には先頭を切って欲しいというか、できるだけ

そのような試みをしてみる、結果は良いか悪いか別ですやん

か、僕は思うんです、やるから解る訳であって、何もやらなか

ったら何も解らないままで、惰性で過ごしてしまうから、でき

るだけアクションを起こして欲しいと、それはすごく感じたん

で、ちょっと聞かせてもらいました。以上です。 

 

この後、どういうような取組をしたかご説明をさせていただ

きますので。 

 

ありがとうございます。おっしゃるように、市が率先してさ

れていることを正しく伝えることと、市内の市民さんも事業所

さんも、先程もおっしゃったように、環境教育の場なのか、環

境学習の場なのか、より良く理解できる場を増やしていくとい

うことが大切なのかなと感じておりますし、本日も説明にあり

ましたように、算出係数が変わったことによる影響で増減があ

るというようなことも、正しく伝えるということを、この表だ

け見ると上がったように見えるのですけれども、レンジと言い

ますか幅の取り方で、大きく上がったと見せることもできた

り、大きく下がったって見せることもできたりするところなの

で、正しく説明して正しく伝えるということをここにも書いて

ありますが、コツコツとしていくということがポイントなんじ

ゃないかなって思いますし、また後程出てくるかも知れないで

すけれども、目標は持つことは大切だと思うのですが、質と量

ってことを考えると、夏がものすごく暑かったら、めちゃくち

ゃ頑張ったとしてもやっぱりクーラーとかクールスポットを増

やすとかの目標があれば、そういった避けられないエネルギー
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消費量の増加みたいなものなども想定されますし、代替する時

に新しい技術で高効率ってこともありますが、既存のものをど

ういう風にしていくのかとか、やはり数字だけではない質的

な、あるいは社会環境、自然環境も含めた変化だったりという

ようなものも、目標は目標としてありますが、しっかりと説明

していただくということで、事業者様も市民の皆様もご理解が

深まるかなと、私見ではありますが感じておりますので、そう

いったところでも何と言ったいいでしょうか、未来志向型と言

いますか、ウェルビーイングって、よりよく生きるっていう言

葉ですので、より良く暮らしていけるための前向きなご意見を

委員の皆様方からも頂戴できればと思います。次に、実績につ

いてのご報告もありますが、まずは庁内の実績報告について、

何かご意見等がございましたら引き続きお願いしたいと思いま

すが、いかがですか。 

よろしいですか。 

でしたら、最終的に三点を通じてということも結構ですので

議事の方をすすめさせていただきたいと思います。 

三点目、③門真市環境基本計画年次報告書（令和６年度実

績）につきまして、事務局の方からご説明をお願いします。 

 

それでは、資料２ 門真市環境基本計画年次報告書（令和６

年度実績）をご覧ください。 

こちらは、環境基本計画の進捗管理を行うものとして、新し

く作成したものでございます。 

まず、１ページの目次でございますが、はじめに の部分

は、環境基本計画の概要を、施策別評価シートの部分は、環境

基本計画で示しております５つの目標とその目標を達成するた

めの方針や施策を順に示すとともに、令和６年度に実施した主

な事業を記載しております。 

なお、環境基本計画の計画期間は、先程ご説明しました３ペ
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ージの（２）計画の期間に示すとおり、令和７年度から 16 年

度までの 10 年間を計画期間としております。 

したがって、本報告書の令和６年度実績は計画期間外となり

ますが、以前の環境基本計画との比較とするよりも、次年度以

降の参考として、以前の環境基本計画の内容を踏襲した新たな

計画に落とし込む形で令和６年度の実績をとりまとめました。 

施策毎の【実施した主な事業】につきましては、計画期間外

であるため、必ずしも施策と一致するものではございません

が、事務局から関係課に照会をしてとりまとめをいたしまし

た。 

時間の都合もございますので、施策毎の説明は、実施した主

な事業を中心にご説明させていただきます。 

７ページをご覧ください。 

目標１ 脱炭素社会の構築の 施策 １-1 暮らしにおける

省エネルギー対策でございます。 

課税課では、省エネ改修工事が行われた住宅に対する固定資

産税の減額、建築指導課では、低炭素建築物の認定や長期優良

住宅建築物の認定を行っております。 

また、環境政策課では、職員を対象としたエコドライブ研修

の実施のほか、本市がデコ活宣言を実施し、デコ活を推進して

いることを市ホームページ､SNS 等で周知、啓発をおこなって

おります。 

８ページをご覧ください。 

施策 １-２ 事業活動における省エネルギー対策でござい

ます。 

産業振興課では、中小企業サポートセンターにおいて、排出

量の見える化支援や省エネ補助金等制度の利用提案・支援な

ど、中小企業の省エネや脱炭素化を推進する取り組みを実施し

ております。 

９ページをご覧ください。 

施策 １-３ 地域における省エネルギー対策でございま

す。 
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道路公園課では、鉄道駅までの交通手段として自転車等を利

用する市民の利便性向上のため、市内有料自転車駐車場の一括

管理や、鉄道や路線バス等の乗り継ぎを便利にするなどターミ

ナル機能の向上を図るため大和田駅前広場の整備事業を、また

地域整備課では、大阪モノレールの延伸及び門真市駅と（仮

称）門真南駅間に新駅を設置する事業などを推進しています。 

都市政策課では、公共交通への利用転換を図るため、門真南

ルートワゴン型のバスや、乗合タクシーの社会実験運行を実施

しております。 

10 ページをご覧ください。 

施策 ２-1 公共施設等への率先的な再生可能エネルギー導

入でございます。 

総合体育館や門真はすはな中学校において太陽光発電設備等

を設置しているほか、環境政策課では、次年度からの公共施設

への再生可能エネルギー導入について検討を実施しました。 

施策 ２-２ 市内への再生可能エネルギー導入・活用推進

でございます。 

産業振興課では、近畿経済産業局と連携した、地域金融機関

における支援強化へ向けた取組みを実施しています。 

11 ページをご覧ください。 

施策 ３-1 吸収源対策でございます。 

都市政策課では、地区計画に基づく緑化の規制誘導により緑

化促進、道路公園課では、門真市美しいまちづくり基本条例等

に基づき、市民や事業者等の協力を得て民有地等への緑化を実

施しております。 

施策 ３-２ ごみの減量化・資源化の促進でございます。 

 環境政策課では、市ホームページや SNS 等を通じて、資源化

可能な紙ごみやペットボトル、容器包装プラスチックなどのご

みの分別やリサイクルを呼び掛けるなど、廃棄物の排出抑制及

び資源化等について周知啓発を実施しております。 

12 ページをご覧ください。 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 ３-３ 基盤的施策の推進でございます。 

環境政策課では、学校教育においてごみの減量化のほか、海

洋ごみ、節電、食品ロス等の環境問題への学習機会を提供する

ため、小学４年生を対象とした副読本「わたしたちのくらしと

ごみ」を作成しております。 

14 ページからは、目標２ 気候変動に強いまちづくりの 

施策 １-１ 防災に係る情報発信でございます。 

危機管理課では、防災行政無線の定期的訓練のほか、ホーム

ページや SNS 等により、台風接近などの情報発信を行っていま

す。また、防災マップ・洪水ハザードマップを作成し、地域の

自主防災の取り組みなどの場で適宜配布するなど、普及啓発を

実施しています。 

施策 １-２ 自然災害発生時の対応指針、計画の策定でご

ざいます。 

危機管理課では、備蓄物資や災害時用資機材を購入し、災害

対応に必要な物資の充実に努めるほか、避難確保計画が未作成

の施設に対し、作成要請及び作成支援を実施しております。 

15 ページをご覧ください。 

施策 １-３ 自然災害に強いインフラの整備でございま

す。 

道路公園課では、事業者等に雨水貯留浸透施設等の設置に向

けて協議を実施するなど、雨水の流出抑制対策に努めるととも

に、定期的な道路パトロールの実施をしています。また危機管

理課では、主な避難路を掲載した防災マップ・洪水ハザードマ

ップの配布を行い、周知徹底に努めております。 

公共下水道事業課では、耐震対策が必要な下水道施設の耐震

化工事実施やマンホールトイレシステムの実施設計を行ってお

ります。 

16 ページをご覧ください。 

施策 １-４ 自然災害に備えた連携体制の構築でございま

す。 

危機管理課では、災害時における生活物資の供給等に関する

協定を新たに２社と締結するほか、地域の防災訓練への参加
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や、防災講話を合わせて 20 回以上実施し、災害への備えなど

の啓発を実施しています。 

17 ページをご覧ください。 

施策 ２-１ 熱中症予防に係る対策でございます。 

保育幼稚園課では、公立園において、熱中症予防情報等を用

いて屋外活動の実施可否を判断することで園児の熱中症を予防

するほか、市内の各園に対し、熱中症予防に関するチラシ配布

などの周知啓発活動や注意喚起を実施しています。 

また、健康増進課、福祉政策課においても、熱中症の注意喚

起・啓発を実施しています。 

19 ページをご覧ください。目標３ 循環型社会の形成 の 

施策 １-１ ごみの減量化の推進でございます。 

環境政策課では、エコバッグ、マイボトルづくり等の環境啓

発講座を開催するほか、民間事業者と連携協定を締結し、不用

品のリユース活動の促進を推進しています。 

また、ごみ減量化の取り組みとして、家庭ごみの有料化や一

般廃棄物処理手数料の見直し等について、門真市一般廃棄物減

量等推進審議会でご検討いただきました。 

その他、資源物の持ち去り行為を行う人への指導、ごみの減

量化、資源ごみのリサイクルを奨励するため、集団回収に取り

組む自治会やこども会などの団体へ回収量に応じた再生資源集

団回収奨励金の交付などの取り組みをしています。 

20 ページをご覧ください。 

施策 １-２ プラスチックの分別回収とリサイクルの推進

でございます。 

環境政策課では、民間事業者との協働により、給水機の設置

やリユースカップの貸出を行うほか、使用済みステンレス製ボ

トルや不用となったパソコン・小型家電の回収に努めておりま

す。 

施策 １-３ 食品ロスの削減でございます。 

環境政策課では、食品ロス削減のための教室開催や民間事業

者との協定に基づき、同社が運営する、食品ロス削減ショップ
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「エコイート」の出店・販売に協力しました。 

また、コンビニ店と連携し、市内小学４年生がイラストを作

成した「てまえどりポップ」を店舗に掲示してもらうなどの取

り組みをしました。 

21 ページをご覧ください。 

施策 ２-１ 廃棄物の適正処理指導でございます。 

環境政策課では、1日のごみの平均排出量が 100 キログラム

を超える排出事業者を多量排出事業者と位置づけて立入検査を

実施し、廃棄物の適正処理や資源化の促進等について指導をお

こなっております。また、一般廃棄物収集運搬業者との研修会

を定期的に開催し、廃棄物の適正処理等について指導や周知啓

発を実施しています。 

クリーンセンター施設課では、許可業者の収集した廃棄物の

展開検査を計画的に実施し、搬入不適物が確認された際には、

搬出ルールの徹底や、ごみ減量への協力について指導をおこな

っております。 

施策 ２-２ 食品廃棄物の発生抑制でございます。 

環境政策課では、市ホームページへ食品ロス削減への協力を

求める周知啓発を行うとともに、府ホームページ「おおさか食

品ロス削減パートナーシップ制度」へのリンクを掲載するな

ど、普及啓発に努めています。 

22 ページをご覧ください。 

施策 ２-３ ごみを出さないビジネススタイルへの移行促

進でございます。 

環境政策課では、海洋プラスチックごみ削減のため、ローカ

ル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業の一環として、

「門真市プラスチック削減プラットフォーム」の開催やイベン

トでの展示品の設置、チラシの配布等により本事業における取

組紹介や広報活動を実施しています。 

23 ページをご覧ください。 

施策 ３-１ 処理体制の見直し、検討でございます。 

環境政策課では、大阪広域環境施設組合の構成市である大阪
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市、八尾市、松原市、守口市とごみ処理広域化について協議、

検討するほか、し尿処理の広域化についても近隣市と勉強会を

実施しています。 

施策 ３-２ 一般廃棄物処理施設の適切な運用でございま

す。 

クリーンセンター施設課では、ごみ焼却炉の５号炉に基幹的

設備改良工事を行い、老朽化した設備の更新を行うとともに、

二酸化炭素排出量の 20％削減を行いました。また、施設の運

転維持管理の委託事業者に対し、月例モニタリング等を実施

し、効率的な運転や適切な運転維持管理に努めております。 

25 ページをご覧ください。 

目標４ 生活環境の保全の 施策 １-１ 大気・水質等の

環境監視と情報提供の実施でございます。 

環境政策課では、門真市内の環境汚染の状況を把握するた

め、大気、水質、土壌中のダイオキシン類濃度の測定や、第二

京阪道路の沿道における大気質及び騒音等の調査を実施し、市

ホームページ等で測定結果を公表しております。また、光化学

スモッグ予報及び注意報発令時における注意喚起や、河川等の

水質改善に生活排水対策が重要であることの周知、啓発を実施

しています。 

道路公園課では、水路の計画的な維持管理の実施及び既存の

水路を修景に配慮した改修等を実施しています。 

26 ページをご覧ください。 

施策 １-２ 事業活動への指導の実施でございます。 

環境政策課では、大気汚染対策及び水質防止対策として、大

阪府と共に工場、事業場に立入り、施設の維持管理状況及び規

制基準の適合状況を調査するほか、市民から公害関連の相談や

苦情を受けた際に、早急に現地調査し、必要に応じて指導を実

施。また、法律や府条例の対象施設の届出の受理及び審査を実

施しています。 

27 ページをご覧ください。 

施策 ２-１ 水と緑の保全・創出でございます。 

道路公園課では、「門真市パークイノベーション計画」に基
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づき、旧門真市立浜町幼稚園跡地に新たな公園を整備するにあ

たり、地域ニーズの把握と市民参画による事業実施を図るた

め、社会実験を実施し、その結果等を踏えた実施設計を行うと

ともに公園等において植樹や剪定を行うなど適切な維持管理を

実施しました。また、水路沿い等の緑化の維持管理や、希望す

る団体に花の苗や苗木等の配布等を実施しています。 

28 ページをご覧ください。 

施策 ２-２ 生物多様性の保全と普及啓発の推進でござい

ます。 

環境政策課では、門真エコネットワーク連絡会が主催する淀

川の清掃活動等の支援、特定外来生物であるアライグマ防除の

ための捕獲器の貸し出し等や、特定外来生物の植物、オオキン

ケイギク等の見分け方や駆除方法などの周知に努めています。 

また、野生鳥獣に対する餌付けや所有者不明猫による環境被

害への対策方法の周知啓発及び猫除け器の貸出しを実施するほ

か、地域猫活動の周知啓発、地域猫活動団体等による所有者不

明猫の不妊・去勢手術に係る費用の一部を補助、猫活動団体と

の交流会開催、ペットの適正飼育や野生鳥獣との関わり方に係

る周知啓発を実施しています。 

道路公園課では、古川橋駅周辺の街路樹に飛来するムクドリ

の鷹匠による追い払いを実施しました。 

29 ページをご覧ください。 

施策 ３-１ 路上喫煙対策の推進でございます。  

環境政策課では、公共喫煙所の設置にむけた協議や既設公共

喫煙所の維持・管理を行うほか、路上喫煙禁止区域６箇所の見

回りや、路上喫煙者等への街頭指導、周知啓発等を実施してい

ます。 

30 ページをご覧ください。 

施策 ３-２ 環境美化活動の推進でございます。 

環境政策課では、美しいまちづくり推進協議会を定期的に開

催、清掃活動イベント「キラッと！かどま」として、清掃月間

における市内全域清掃及び一斉清掃を実施。また、清掃活動を

実施する美化活動団体に清掃用具を貸与（タイヨ）、大阪府が
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実施する清掃活動、アドプト・ロード・プログラム及びアドプ

ト・リバー・プログラムで回収したごみの処理の支援を行って

います。 

32 ページをご覧ください。 

目標５ 環境学習の推進の 施策 １-１ 環境に関する情

報の整備・提供、施策 １-２ 多様な媒体を活用した環境情

報の発信 でございます。 

産業振興課では、中小企業サポートセンターのホームページ

やメールマガジンを通じて補助金やセミナー等の支援施策等の

情報提供を実施。 

学校教育課では、各小中学校において、タブレット PC を活

用して地域のごみ問題やリサイクル、環境問題を調べて発表す

るほか、ゲストティーチャーや市内のごみ処理施設等も活用し

た環境学習を実施しています。 

33 ページをご覧ください。 

施策 ２-１ 環境教育・環境学習の場づくりでございま

す。 

環境政策課では、かどまエコフェスティバルの開催、市内小

学４年生を対象としたクリーンセンターの施設見学、市民向け

の環境啓発講座やリサイクルプラザにおいて研修会を開催しま

した。 

最後に、施策 ２-２ 環境意識向上に係る普及啓発の推進

でございます。 

環境政策課では、小学校への出張授業、小学４年生を対象と

したエコアートコンクールの開催、表彰。また、クリーンセン

ター業務課では、小学生が環境問題について描いた絵を募集

し、選出した８点をごみ収集車に掲載しています。 

実施した主な事業の説明は以上ですが、環境基本計画におけ

る環境指標項目の状況を別紙にとりまとめておりますのでご覧

ください。 

環境指標項目を上から順にご説明します。 

市のデコ活宣言の取り組みを聞いているまたは知っている市

民の割合の欄ですが、令和６年度実績がマイナス（－）表記に



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

なっておりますが、これは、アンケート調査による項目で今回

はアンケート調査を実施していないためこのように表記してお

ります。他のマイナス表記箇所も同じでございます。 

市域の二酸化炭素排出量ですが、令和６年度は二酸化炭素換

算で 680,998 トンとなっており、現状値に比べてやや増加して

おります。 

市域の再生可能エネルギー導入量は 14,665MWh で微増です。 

市の事務事業における二酸化炭素排出量は、先程、資料１で

ご説明しましたが、やや増加しています。 

クーリングシェルター設置数は 19 箇所、次の災害協定締結

数は 52 件で、入れ替わりはありましたが、総数の変動はあり

ません。 

市民一人一日当たりのごみ排出量は、887g で少し削減でき

ました。 

リサイクルプラザ利用件数は 6,982 人でやや増加しました。 

集団回収量は 1,206ｔでやや減少、ふれあいサポート収集の

利用世帯数は 99 世帯でやや増加しています。 

市民 1人当たりの公園面積は 1.21 ㎡で変わりありません

が、市内緑化の年間増加面積は 3,037 ㎡、緑化面積は 93ha に

減少しています。 

環境基準達成率は、大気・水質ともに 100％を維持しており

ます。 

清掃活動の参加者数は、4,839⼈と増加し、環境啓発イベン

ト参加者数についても 752 人と増加しました。 

環境学習・啓発講座参加者数は 946 人とやや減少しておりま

す。 

簡単ではございますが、説明は以上です。 

 

ご説明いただきありがとうございます。資料２の門真市環境

基本計画年次報告書並びに別紙の門真市環境基本計画における

環境指標項目の状況のご説明につきまして、委員の皆様からご
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事務局 

意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

冒頭、事務局からご説明がありましたように、これからの年

次報告書の内容とは変わっている部分もございますので、その

あたりも含めて確認でも結構ですし、皆様からご意見を頂戴で

きたらと思いますがいかがでしょうか。 

はい、お願いいたします。 

 

この中で 19ページのところなんですけれども、資源物の持

ち去り防止について、持ち去りを指導しているというところが

ありますよね。現在の私共の地域を見ていますと、これに関係

なく皆さん持ち帰っております。気持ち良くないんです。捨て

る時にどこかで見てるのかな、見てたのかなと思うぐらいに、

さっと来て、さっと持ち去るっていう状況がずっとなんですけ

れども、一度、貼られたことありましたよね。ごみ収集の場所

に。全然無視ですよね。で、まだ実施しているのかなっていう

のがあります。 

もうひとつ、環境学習、今、小学校４年生を対象にしている

んですけれども、是非、大人対象のものもして欲しいな、若い

お母さん達の。今、そこにもありますけれど、実際よく分らな

いという、PTAとかを通じて、そういった実施もしていただけ

たらありがたいなと思っています。以上です。 

 

ありがとうございます。 

事務局の方から何かございましたら。 

ご意見として伺ったらよろしいですか。これから計画してい

ることでも結構ですし、いかがでしょうか。 

 

今、委員からいただいたご意見につきましては、今後やって
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事務局 

 

いこうというふうには思っておりますので、前向きには考えた

いなと思っております。 

 

ありがとうございます。 

 

すいません。持ち去り対策のことについてですが、環境政策

課の方に市民の方からもたくさんそのようなご要望をいただい

ておりまして、実際に職員が行って、注意等もするわけです

が、なかなか注意をしたくらいでは止めていただけないという

のが正直なところで、委員おっしゃるとおり、いたちごっこに

なっているというか、実効が上がっていないと認識しておりま

す。 

 

皆さん、危ないと言ってますよ。自転車になんであんなに上

手に積めるのかなと思うくらい、上手に積んで帰えられるので

すけれども、実際こけたらどうするの。 

 

うちの職員も注意しに行って、軽トラに轢かれそうになった

りしたこともあって、もう少し警察の方にも動いていただかな

いと実効が上がらないのかなって、いうような認識を持ってお

りますが、なかなか、生活が懸かってやってらっしゃる分もあ

るので難しいところがあります。 

 

毎日千円分ぐらい集めているとか聞いたことがあります。前

は罰金がどうのこうのってあったんですけれど、今は実際ない

よね。 

 

罰金の制度はあるのですけれど、見つけたらすぐ罰金かって

いうとそうではなくて、まずは注意とか勧告とかの手続きを踏
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委員 

 

 

事務局 

まないといけないので。 

 

なかなか市民からは注意しにくいんですよね。生活か懸かっ

ているとかいうこともあったりして、これ罰金になるよって言

うくらいにか言えない。 

 

おっしゃるとおりだと思います。 

 

道路交通法的にもあんだけ左右に積んで走ったら危険なの

で。 

 

めっちゃ怖いですよ、あんなに積んで細いところを通られる

と。 

 

積載に関しても多分違反だと思うんですけど。この令和８年

４月から自転車運転に対する警察の指導が強化されますので、

たぶん自転車の運転も危険運転になって、注意が強化されると

思うんですけれども。 

 

たぶん、一時で終わると思うんですけど。 

 

何か青切符を切るだとか。 

 

そうなんですか。 

 

そうそう、自転車もとられますよ。歩道を走ったら罰金が。

車と同じように。 

 

自転車運転に関しても、ある程度危険な運転には注意喚起や
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指導がされると思います。 

 

それは警察、それが言いたいんじゃないからね。 

 

法的な指導なども強化していかないといけないとは感じてお

ります。 

 

各自治体さんも同じように悩みを抱えているのかなと思いま

すので、意見交換させていただきながら。 

 

門真はゆるいのかな。 

 

どこも見ますけどね。大阪市も。 

 

すごく上手に積むなと、感心して見ていますけど。 

 

逆切れされたら嫌なので住民の方は言いにくいですよね。 

 

持ち去りのことなのですけど、町内の回覧板で回るのですけ

れども、こども会で集めていますので、こども会の収入になり

ますということで、〇〇町のものですって、袋とかに大きく書

いてあれば、それはこども会の所有物なのでって言い切ること

ができるって呼びかけを町内会の方ではしてくれています。 

 

こども会が空き缶を集めているの。 

 

回収日に代表者さんがその日は回ってくれるので、月に二回

かな、第１日曜日と第３日曜日に缶、ペーパー、紙系とか古布

などもまとめて置くと、こども会ですってシートを貼って、取
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らないでくださいってシートも貼っていますけど、日曜日にま

とめて集めることができるので、予算もちょっと補助が入りま

すって呼びかけて、各町内会でもやっているところはやってい

ますので。 

 

それを貼っていたら取って行きませんか。 

 

持って行く人はいるのですが、まあ予防しましょうという呼

び掛けが町内の回覧で回っていました。 

 

以前に持ち去りはあきませんっていうのがありましたよね。

うちの家のところに、ごみのところに貼ってあったのが無くな

っているのですけど、新しいのはあるんですか。 

 

私の地区では、自分の家のところに収集が来るのですけれ

ど、ごみのカゴみたいなものあるじゃないですか、そこに貼っ

ています。 

 

シールですか。 

 

看板、看板。 

 

資源ですよみたいな。 

 

持ち去りあかんって書いてあるやつ。 

 

黄色の看板ですよね。 

 

そうそう。黄色の。 
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私は各戸収集なので、看板じゃなくてこういうＡ４のがあっ

て、それってまだあるんですか。 

 

黄色の啓発プレートはお電話を事前にいただきましたらお渡

しすることはさせていただいております。 

 

自分で取りに行かなあかんの。 

広報取りに行くときに取りに行くわ。 

 

ホームページにこのごみは持ち去らないでくださいというの

は意思表示シートを掲載しておりますので、一度ご確認くださ

い。 

 

自分で取りに行かないといけないの、ずっと知らなかった

わ。見回りしていて、貼ってくれているのかなと思っていた。

ではないのね。 

 

個人に貰えますの。 

 

ホームページをご確認いただいて、必要でしたら、事前にご

連絡いただきましたらお渡ししています。 

 

老人会が、月に 1回、ビン・缶を集めていますので、それは

老人会に監視をお願いしているのですが、家の方は、各戸別に

なるので。 

 

怖いですよ、缶出したら待っていたみたいで。置いた瞬間に

持っていくから怖いです。 
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そうそう。縄張りがあるみたいで、担当、担当がいて見てい

るんです。出したら、パット、すぐ、怖いですよね。ずっと見

てたんって感じの状態ですよね。 

 

ちゃんと意思表示をしていただいたら、効果があるかも知れ

ません。 

 

多分、貼っていても無理なんよ。 

 

ありがとうございました。持ち去り対策と持ち去りに対する

対応もそれぞれの地域によって異なっていることを共有できた

かと思います。そのあたりはそれぞれの知見を活かしてゼロに

はならないまでも、今の現状が少しでも良くなるような共有を

して進めていただければと思います。持ち去り関連でも結構で

すし、それ以外でも結構です。まだご発言されていない委員の

皆様、何かコメントなりご質問等、ございますでしょうか。 

お願いいたします。 

 

非常に丁寧なご説明をありがとうございます。門真市の取組

が大変良く判りました。１つ質問と２つコメントをさせていた

だきたいと思います。1つ目の質問、資料１ですけれども、些

細なところに目を向けて申し訳ないですけど、2030 年の CO2

排出量目標が、国と同じように 46％削減を目指しているとお

伺いしました。基準年ですけれども国の方は 2013 年比です

が、門真市さんは 2015年比とされている意図は何かあります

でしょうかというのが１つ目です。２つ目はですね、先程ご説

明いただいた、資料２の別紙部分ですけれども、昨年度が 63

万トン、今回が 68万トンの CO2排出量で８％ほど増えていま
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すとのお話でございました。一方、デコ活を知っている方が

22％、これは率直に多いのではないかと実は思っています。な

かなかデコ活は環境省の取組ですが、知っていらっしゃる方は

少ない。門真市さんは多いなと思っています。増えた理由とい

うのはいろいろあると思いますけれど、一方でおそらく、暮ら

しにおける CO2排出量の削減に取り組んだ方とか、事業所でそ

ういった取組をされている方とか、たくさんいらっしゃると思

うので、何かそういった方々の具体的な取組を広報紙等でご紹

介してあげるというようなことで他の方々への参考になるので

はないかなというふうに思います。環境省のレポートとかで

も、優良事例とか優秀事例とか出ていますけれど、あのような

事例を習っていただいて、個人のくらしにおける取組、若しく

は事業所における取組をご紹介いただければ、他の方への参考

になるかなというのと、CO2 削減の取組は、ほぼほぼ電気代削

減です。電気代削減というのはお財布にも良い話ですので、メ

リットを感じて取り組んでいらっしゃると思いますので、そう

いった良い事例は横展開されてはどうかなというのが１つで

す。 

２つ目はですね、資料２つ目の 22ページですね。廃棄物の

ところの話で、ごみを出さないビジネススタイルへの移行促進

のところで、わたくしも本日は企業の立場で来ていますので、

この観点で申し上げますと、国の方でも来年 27年度から改正

資源法（資源有効利用促進法）というのが施行されて、私たち

が作る家電製品には再生資源の利用義務という風になっており

ます。その、再生資源の利用を商品の中で使っていくのは企業

努力としてやっていくのですけれども、一方でそれを支持する

消費者の方がいらっしゃって、はじめて成り立つスキームだと

思います。そういった意味で、再生資源が使われている冷蔵庫

とか洗濯機とか、今でもありますが、掃除機の柄の部分ですと
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か、再生樹脂とか使っているのですけれど、なかなか知られて

いないというのと、場合によっては敬遠される方もいらっしゃ

ったりして、再生材のイメージが良くないこともありまして、

それが実は機能を含めて何も変わらないってことですし、消費

者の方もそれを活用することで、いわゆるサーキュラーエコノ

ミーの大きな取組の中の一員として社会全体の資源対策に寄与

されていらっしゃるということにもなりますので、そういった

方々への啓発をお願いできればと思っています。 

以上、質問ひとつとコメント２つでございます。 

 

よろしいでしょうか。事務局の方からお願いします。 

 

資料１の基準年度がなぜ国と違うのかという点でございます

が、単純な話でございまして、2013年度のデータが全部揃っ

ていなかったというところがあって、2015年度でないと門真

市の温室効果ガス排出量を計算することができなかったので、

2015 年度を基準年度としているということでございます。 

ご意見で、市民や事業者の方の優良事例であったり、いろい

ろな良い取組を広報等で展開してはどうかということでござい

ますが、それはおっしゃるとおりで、様々な良い取組をされて

いる方もいらっしゃいますので、そういったことを広報紙です

とかホームページに取り上げながら、デコ活を推進しておりま

すので、いろいろな活動につなげていけたらいいかなと思って

おります。 

 

質問ではありませんので。 

 

はい、やはり再生資源についてのイメージが、ネガティブな

消費者の方もいらっしゃったりするので、双方にとって良いこ
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とを考えて、とのご意見でした。 

 

行政としては、なるべくアピールをして、社会全体として、

サーキュラーエコノミーとかそういったことを周知啓発して浸

透させていかないと、事業者の皆様も当然努力される訳であり

ますが、周知啓発という意味では行政の果たすべき役割が大き

いと思っておりますので、引き続き協力をしながら進めてまい

りたいと思っております。 

 

どうぞよろしくお願いします。 

 

なかなか横文字って共有しにくいですよね。サーキュラーエ

コノミーと言われても。それってどういうことなんだろうっ

て。 

 

日本語で言うて。 

 

ただ１つ言えますことは、制度が変わる時はチャンスなの

で、より良く理解していただくというようなことで、先程の持

ち去りもそうですけれども、身近なところで、ごみの出し方も

そうですけれど、転入、転出は春の時期には多いと思いますの

で、門真市のルールを入って来られる方にも理解していただく

ですとか、そういったことは効果的かなってことと、昔の感覚

で回収されていないというような物も、もし門真市であったり

するなら、昔は電池は回収だったと思うんですけど、今は普通

のごみでプラスとマイナスをセロテープで貼って出すみたいな

ことですよね。 

 

電池は拠点回収をお勧めしておりますが、小型ごみでも出せ
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ます。 

 

ですので、たぶん行政さんによって回収の仕方とか、例えば

ですけど、電池の種類が何電池なのかとか、ボタン電池なのか

どうかで、こうやって出しましょうとか、例えばですけれど

も、それぞれの地域で様々な方法で回収されていると思います

ので、今回そういった法律で義務化された再生資源を使った商

品がこれから出てくるけれども、それはむしろアップサイクル

というか、新たな価値をもっている良いものだという風なキャ

ンペーンができるのであれば、肩入れするというよりは、社会

はその方向に向かっているというようなことがやはり必要なん

じゃないかと感じたりしますので、またご検討ください。 

あと、まだご発言いただいていない委員の皆様で何かありま

したら、二巡目でも構いませんが。 

 

電池の話をしていただいた時に思い出したのですが、こうい

うモバイルバッテリーはどこへ捨てるのですか。モバイルバッ

テリーを電気屋さんに持って行ってもたらい回しになって、取

ってくれないと思うのですね。電池を小型化して良いと思うの

ですが、モバイルバッテリーは問題になっているじゃないです

か。火災が起きるとか発火とか。どこへ捨てに行くのですか。 

 

拠点回収もしていますが、小型ごみの日にも出せます。 

 

小型ですか？小型でいいのですか。 

 

一番問題になっているのは、それが膨張したものです。膨張

したものは、電気店でも回収してくれないということで、どう

したら良いのかというお問い合わせをいただいています。 
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環境政策課の方にお持ちいただいても結構ですし、リサイク

ルプラザですとかクリーンセンター業務課でも受付していま

す。 

 

電池のところに入れておけばいいのですか。 

 

膨らんだものはリサイクルボックスに入れないで欲しいで

す。 

 

膨張していないものは電池とか回収するところあるじゃない

ですか。そこに入れれば良いのですか。 

 

膨らんでいないものでしたら小型家電のリサイクルボックス

で大丈夫ですが、膨らんでいるものでしたら、窓口の方へお持

ちください。 

 

膨らんでいないものは拠点回収で市役所のロビーのところに

もありますので。 

 

割と困っています。どこへ持って行ったらいいか分からなく

て。 

 

膨張している物を市役所に持って来られる方もたくさんいら

しています。 

 

どこに置いたらいいのって、よく聞かれます。 

 

危ないですので、我々で受け取らないと。 
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発火の恐れなども社会的にも関心の高いところだと思います

ので、より良い方法というか、適切な方法を周知徹底していた

だくことに尽きるのかなと、非常に差し迫った地域の課題につ

いてご共有いただき、ありがとうございました。あと、それ以

外についてもございましたらお願いします。 

 

すいません。先程、最初に目標の構成の話をしたのですけれ

ども、皆様が発言されている多くのところが普及啓発とか市民

の方の理解をどうするかだったと思うのです。 

32 ページ、33ページのところに、環境学習の推進と記され

ています。1－1には環境情報の提供、1－2には環境教育・環

境学習、2－2には環境意識向上、普及啓発という言葉があり

ますが、それまでの脱炭素社会の構築とか、循環型社会の形成

の主に環境政策課の実施した主な事業のところを見ると、ごみ

の減量化や温暖化の問題に関する意識を高めるということや、

啓発とかキャンペーンを張るとかいうところがあります。で、

この報告書の良いところは、市役所のどの課が何をされたかっ

ていうのが一覧で書いているので、これは令和 7 年度からスタ

ートする前の年なのでやったことの報告なのですが、今後これ

を環境基本計画がスタートしていく中で、実際に実施した事業

を見て、環境学習を真ん中に据えて、実施した事業をそれぞれ

の目標でつながるところがないだろうか、というチェックが本

当に必要だと思います。例えば、ごみに関しても、先程の市民

のルールのところを、1-1 で情報をどう整理するのか、という

観点からもう１回、目標１から４までのところで、何か５の施

策をやっている課でできないだろうかという話し合いをすると

かっていうのに繋がりますし、先程、様々な良い取組をされて

いる方が報われるようにという話もあったのですが、脱炭素社

会の省エネという活動をやっておられる方も、プラスチック削
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減とかごみ減量をやっておられる方も、結局はごみを削減する

ことは焼却する量が減るとか、資源を再生する事でエネルギー

の削減、省エネにつながるですとか、ごみの活動を頑張ってや

っておられる方が、実はダブルで脱炭素社会への貢献もしてい

るということにつながります。ですので、皆さんがやっている

取組は全部つながっていて、実はプラスチックの分別や回収を

おこなっている方は、電気の節約にもなっているので、思って

おられるより 1.5倍くらい様々に貢献していることになるんで

す。そういうことを啓発、例えば目標５に関わる部署の方が頭

を突き合わせて。 

先程、大人への啓発もとおっしゃったんですけれども、必ず

環境学習というと小学生に出前講義に行ってって話になるんで

すが、そこはやはり環境学習を真ん中に据えられておられるこ

ともあるので、実際に活動されている方が報われたような、や

っている取組が実は門真市の温暖化の温室効果ガス削減に繋が

ったというのを理解して、先程、事業者の方も再生資源を活用

している製品を積極的に選択して購入してもらうとか、そうい

うのをどうしたらいいんだろうというのを、できたら５の環境

学習の推進の振り返りで、他の目標と繋げて何かやれないだろ

うかっていう話し合いを市の中でやっていただいて、広報紙等

で活躍されている方をフィーチャーする時も、「皆さんがやっ

ておられる活動は一つだけじゃなくて、二つぐらいに貢献する

ことに実はなるんですよ」ということを少し抱き合わせで言っ

ていただくと、この活動をやっている方は報われたなと思われ

るだろうし、ごみなどの自分が取組やすい、参加しやすい活動

をやってみようと思っていらっしゃる方も、実はすべての自治

体がやっている様々な活動につながっているんだというのが分

っていただいたら参加しやすいと思います。 

そういうことを今後このような報告書を作成する際に、５の
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環境学習に関わっているところと１～４の事業とつなげて、何

かできないかという振り返りをするサイクルを、最初が肝心で

すので、市役所の中の集まる体制とか、広報の方にも入っても

らうとか、そういう感じで今後やっていけば良いのではないか

なと思って聞いていました。今後はそういう観点で、目標とし

ていた内容ができたのかという振り返りを行う際に、是非、で

きるだけ市民の方に敷居の低い、参加しやすくて、充実感につ

ながるような、そういう報告の仕方をしていくと良いのではな

いかと思いました。 

それと必ず守ってもらう必要があるルールの情報発信という

ところも、たぶん二つあって、啓発の発信とルールを皆さんに

分かりやすく伝えるという方の二種類あると思っているんです

けれども、今まだ取りまとめて、プラットフォームの作成をっ

て書いてあるけどもまだ具体的ではないので、そういうのに目

標の設定と報告を使っていけば良いのではないかなと思いま

す。全部をいきなりはできないと思うのですけど、常にそうい

う観点で部署ごとで振り返って、そういうやり方で回していく

と、先ほど温暖化の電気に関してはどうしたらっていうのがあ

ったんですが、ちょっとの努力だけれどなにか削減に貢献して

いるということが分れば、そんな大々的に活動しなくてもちょ

っとやることで、実は自分の家計にも良いし、市の全体にも役

に立つってところを皆さんが共有して意識を持って行けるのを

目標として、基本計画もずっと活動実績を積み上げていくとい

う、そういうのでコツコツということも先程ありましたけど、

やっていけばいいんじゃないかなと思います。 

先程、活動報告もすごく丁寧に事業の報告をされているんで

すけど、報告が毎回毎回、積み上げていくだけではもったいな

いので、是非今度、Doの後のチェックをやって、反省した

り、良かったところは推進するというところに、上手く報告書
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を使えるような感じで、目標を使えるような形で、それが環境

審議会の役割でもあると思いますので、そうやって新しい７年

度からのスタートの基本計画を上手くまわしていけたら良いの

ではないかと思いました。 

すべてコメントですので、質問とかじゃなくて、できたらこ

の審議会でもそういう意識をもって皆さんで気が付いたところ

を、意見、コメントしあっていけば、より良い目標としてい

る、町のかどまを実現していけるんじゃないかなと思いました

ので意見させていただきました。 

 

これまでの議論をおまとめいただいて、このまま閉めても良

いのかなとも思いますがいかがでしょうか。 

どうぞお願いします。 

 

22 ページの、海洋プラスチックごみ削減のための取組です

が、10月に一泊二日で白浜の方からオファーがありまして、

環境改善ツアーに無料で行かせてもらいました。例えば、ごみ

になったビンをこどもが捨てる、捨てたビンが川から海に流れ

る、海に流れ着いたころにはビンがバラバラなのでそれを魚が

食べる、食べた魚が死ぬという工程をはじめ、マイクロプラス

チック問題などの勉強に南紀白浜サファリパークと白浜空港さ

んの共同企画ツアーに行ってきました。その時に、白浜空港さ

んと南紀白浜サファリパークさんがこども達にも教えてあげた

いとのことでしたので、ツアーというか、遠足や修学旅行みた

いな感覚で白浜へ行っていただいたら、サファリパークの方が

イルカに餌をあげるようなイベントをしながら、環境改善のこ

とを教えてあげたいですとおっしゃっていました。 

是非、出張で来てもらうのではなくて、こちらから白浜に行

って、こども達に環境改善のことなどを修学旅行とかで行かせ
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てあげたら良いですね。例えば広島に行くのも良いですが、白

浜に行きましょうみたいなことです。 

 

教育総務に言わなあかんわ。 

 

またそういったことを何かの機会に報告してもらったら良い

と思って、報告だけですけど、させてもらいました。 

 

海洋プラスチックは海だけかと思いますけれども、実は川沿

いのごみ拾いって、良く美化運動というジャンルになっている

んですけど、実はプラスチックごみを拾うことで、川に流れ

て、淀川から大阪湾に流れていったら海洋プラスチック問題に

なるので、先程も言ったのですが、美化活動という括りでやっ

ていることが実はマイクロプラスチック汚染の問題に繋がるっ

てことを教えてあげたら、逆にごみ拾いをしているだけだと思

っている人が実はほかにも役に立っていると分かるじゃないで

すか、ですので、大人もね、そういうことが分っていたら、町

内会でちょっとプラスチックごみを拾らわされていると思って

やっている人もいると思うんですけれど。 

 

実際にね、私も白浜でゴミを拾ってきたんですけれども、そ

の時に中国の方からのね、ビンが流れてたり、危険薬物ってい

うのが流れていたんですよ。危険だねって言いながら拾ってい

たんですけれど、すごいところからごみが流れて来ているとい

うことを、こども達にも知ってもらいたいのと、笹、パンダち

ゃんが食べる笹なんですけれども、すごく大量にごみが発生す

るんですって、笹を括って、重しを付けて、海にみんなで流し

て、サファリパークの人が潜って設置してくれたら、何かって

いうたらそこにイカが卵を産むんですって。笹のところに。そ
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ういう勉強もしてきたので、こどもにもそういう体験をさせて

あげたら、身をもって環境のことが分るんではないかなと思い

ました。 

 

皆さん活動を縦割りで考えておられるのですが、結構つなが

っているんですね。なので、そういうことを知ったらもっとや

りがいが出ると思いますので、みんなで学習をやっていく、み

んなで知りましょうというのをやっていくのが良いのではない

かなって思います。最初に戻るのですが、真ん中にあるという

のはそういうことだと考えてやっていくのが良いのではないか

と思いまして。 

 

毎月、第２日曜日、淀川の清掃をエコネットワークの水辺部

会として実施している訳なんですけれども、本当にいたちごっ

こです。いくらゴミをいっぱい取ろうと、また次の月にはまた

いっぱいになってしまう。目の前の淀川の水がろ過されてみん

なの水道になっているというのを見れるんですけれども。え

ー、ここの水を飲んでるの！っていうのを、こども達にも見て

欲しいなって。そういうのも、いたちごっこでも、毎年やって

いるんです。今、エコフェスティバルを企画中で、６月にエコ

フェスをやります。その時に去年からずっとデコ活の啓発をさ

せていただいていて、もうちょっと市民に分かってもらえるも

のがないかなということで、昨日の会議でデコレンジャーとい

うのが誕生しまして、こどもたちに、段ボールで作ったあれな

んですけれども、それを増やしていろんな啓発をしていこう、

デコ活をどういうふうに啓発したら分かってもらえるのかなぁ

というので、ただのイベントじゃなくて、そういったものを持

って行こうかなって、企画中なんです。するのは６月 28日で

決定しているのですが、なかなか内容がまだ固まっていないん
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ですが、現に淀川のそういったことも、いたちごっこながらや

っているという、デコ活わかんないんで、デコレンジャーで、

デ、コ、カ、ツなので、いつか４つ揃うんじゃないかなと思う

んですが、今のところデだけができている、デ、コで二つだけ

でもやり始めております。今年６月にデビューしようと思って

おります。 

 

ありがとうございます。 

６月は環境月間で、いろんなイベントも市内、外あわせてご

ざいますでしょうし、そういったことも共有していただければ

と思います。ありがとうございます。それでは話は尽きないの

ですが、一言でも何かございましたらお願いしたいと思います

がいかがですか。 

 

私は策定の段階から大阪府の立場で参加させていただいてお

りますが、本当に勉強になりました。自身としても環境総合計

画ほか策定している中で２点だけ、このペーパーの中で 27ペ

ージのところで、先程の水とかそういう話もあって、私は環境

農林なので緑という部隊にもいますので、その観点からいうと

非常に道路公園課、相当ご苦労しているかと存じます。緑とか

樹木とか非常に響きは良いのですが、一番何が大変かという

と、生き物を相手にするものを言わないものが一度そこに植え

られると動くことはできません。人間は好き嫌いだけでその場

から去ったりすることができるのですけれども、どうしてもこ

ういったものは物量的なもの、量をなんとなく、めがけてられ

るんですけれども、門真市さんの新たな公園計画も立てられる

計画となっています、そういうところには市民力を生かした緑

を作る、今の緑については量よりも質、やはり寿命が来ている

んですね。これだけ人間がダウンするということは樹木もダウ
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ンしています。なので、それをどう維持していくかというとこ

ろを、単に木が倒れているやないかとか、暑いもっと植えよう

ではなくて、今あるものをどう質を向上させていくかという視

点を、道路公園課だけが考えるんじゃなくて環境部門も一緒に

なった形で、今般このような良い計画ができたので、どうやっ

てやっていくのか、公園は公園で、パークの計画とか持ってい

るんです。大阪府のパークビジョンを受けての計画等がござい

ますので、そういったものをしっかりと携えながらやっていっ

たら良いのかなと思います。 

皆さんのお話を聞いていて凄く感心をしたのが、どうしても

我々も大阪府ということで広域行政対応であるのですけれど、

大変勉強になったのが地域力をどのように活用していくのか、

市民の力です。これから地域の力がなっていかなければ、それ

が門真市の推進力にもなっていく、それは強いて言えば大阪府

の推進力になっていく、それは国も動かしていくことになろう

かと思います。 

今回いいなと思ったのが、このチェックリストですね。概要

版の、大阪府の概要版にはこういったものはございません。例

えば、概要版の中の 12ページですかね。よく防災ではチェッ

クリストがありますよね。ああいう形がみんなが手を取り合っ

て普段からでもこのようなものがポケットにあるというのが一

番良いのかなと、感じました。大阪府ではここまのレベルはで

きていません。なので、こういったものをポケットシートみた

いなもので配っていくのもひとつなのかなと、先程のデコ活と

か。というのが、この概要版で気に入っているのが、事業者

様、市民の皆様、行政の方はそれぞれの庁内連絡会等でチェッ

クされると思いますので、こういったものをペーパーレスの時

代ということで配るというのは逆行になるのかも知れません

が、こういったものもひとつのきっかけにしても良いのかなと
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感じました。私自身は非常に良いなと概要版を見て思いまし

た。すいません。ちょっと雑駁になって。 

 

ご意見ということでよろしいですか。 

 

結構です。 

 

ありがとうございます。最後にお伝えしようかと思っていた

のですが、みどりの話が出てきましたので、緑の基本計画との

関連もあると思うのですけれども、昨今の議論で二つありまし

て、ひとつはもう量を増やすという時期は終わっていて、質を

どう維持するのかというフェーズに入っていると思います。例

えば、今回花の苗や苗木を配布することについても、何を渡し

ているのか、例えば、サツキでも、サツキは日本のものと思わ

れているかも知れないですが、中国から入ってきて、DNA的に

は外来だけど、私達が見たらサツキとか、そこまで配慮して配

るようなことを考えられているのかどうか、木とかになると葉

っぱの落ちないものが良いとか、トレンドがありますので、育

てる側のご要望もあるかと思うのですが、町全体としてどのよ

うな質の緑を将来残していくのかについて、増やしたいから育

てやすくて受けが良くてコスパの良いものを選んでいくという

のは、今、ネイチャーポジティブということも言われています

し、緑の計画上どうなっているのかについては未確認なのです

けれども、ご検討いただいた方がよろしいのではないかなと思

います。 

 

実際に花の苗とか何年かいただいているのですが、Ａ４くら

いのところに全部書いてあるんです。要るものをチェックし

て、何個いる、何個いるということなので、プランターなんか
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にできるものです。 

 

なので、そのチェックリストの中に入っているものがどこか

らやってきているかということです。それで、もし同じ名前で

あっても DNA的に違うものであれば、蛍と一緒で、そこにいて

はいけないものを入れているという話になってしまいます。蛍

だったらなんでも良いと言うことになってしまいますので、そ

のあたりのところまで議論は進んでいるのかなと言うのがひと

つです。次にひと昔前は水と緑のネットワークということで、

とりあえず繋ぐんだということを話していたと思うのですが、

繋ぐことによって呼び寄せているということに、アライグマも

そうですので、ネットワークも場合によっては切ってしまった

方が良いという話が主流になりつつあります。保全地域は保全

地域だけで、他と切ってしまうことによって、侵入も遺失も防

ぐという形で、今まではネットワーク形成とか緑の軸とか、そ

ういう議論で大阪府の計画もなってますけれども、逆に繋ぐこ

とによって呼び寄せるという点に留意する必要があります。例

えば、北海道の札幌の熊などは切った方が良いという意見もあ

ります。繋ぐことによって都会にまで呼び寄せて来てしまうこ

ともあり、これまでは繋げる計画で来ていたのですけれども、

繋ぐのに適正かどうかということも検討の余地がありますの

で、今日は緑の話については公園とか道路とかあまり出てきて

いないですが、是非、質と量をどのように考えていくのかにつ

いては、非常に大切なことに今まで以上になると思いますので

ご検討のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

緑化計画まで入っちゃうの。 

 

直接緑化をする訳ではありませんが、行政としてはいろいろ
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な立場で関わっていかなければならないのかなと思っておりま

すし、最近の動きとして量よりも質とのお話ですとか、あまり

繋げない方が良いですとか。 

 

ただ、緑の基本計画が繋げるということになっているのでし

たら、繋ぎ方をご検討された方が良いと思います。質問という

よりは意見ですけれども。 

私がしゃべってはいけないはずなのですが、しゃべってしま

いました。 

他にいかがですか。感想のようなものでも結構です。 

 

皆様のお話に感銘を受けながら、聞いておりました。立場的

には PTAの方から来ております。PTAの方もですね、昨今の流

れがありまして、こども、こどもっていう取組はもう減らして

いくという流れで、先程もありましたように大人を教育すると

いう視点に大きく舵を切りたいなということで取り組んでおり

ます。そういった面でついついこどもは聞いてくれるし、大人

の都合の良い状態にもなりやすいので、そういうふうにならな

い大人を育てるという意味においても取り組んでおりますの

で、そういった意味でも今回大人も学んでいけるという言葉が

出てきたことにすごく感動しました。 

 

是非、大人の環境学習を。 

 

ただ、その中でこどもが材料にならないようにだけは注意し

ていかないといけないと日々思っております。どういう点がと

いうと難しいですけれども、ついつい都合よく使ってしまいが

ちなので、我々保護者としてもそうなのですが、そうならない

ように取組ながらこどもに学習させるというよりかは、大人が
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委員 

 

学んだものを伝える、伝わるみたいな良い循環ができればこど

も達もそういう大人になれるのかなと思う会でした。以上で

す。 

 

ありがとうございます。 

はい、お願いいたします。 

 

今日はありがとうございました。本当に沢山のことを勉強さ

せていただきました。門真市エコフェスティバルなども毎回参

加させていただいてエコバッグ、この間のふりかけ講座にも参

加させていただいて、本当にありがとうございます。感想なん

ですけれど。 

最後に質問なんですが、20ページにウォータースタンドが

市内公共施設に４カ所にあると記されていますが、どちらにあ

るのでしょうか。以上です。 

 

給水機は４カ所、現状としましては市役所の別館のところに

おかせていただいているのと、この建物、リサイクルプラザの

１階と保健福祉センターの３階と水道庁舎に１カ所の計４カ所

でございます。 

 

無印のところは違うの。 

 

たぶん民間事業者の方でされているのかと思います。 

無印さんがお持ちのものもあります。そこで自分のところの

ボトルに水を入れられるのかと。 

 

いいなぁ、南部市民センターにも置いてください。 

いつも忘れられている、南の方の住民からしたら。 
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よろしいでしょうか。大阪府下さんでおおさかマイボトルパ

ートナーズでいろいろと取り組んでおられ、技術も共有されて

いると思いますし、近隣自治体の事例などでも、給水機を設置

するには水道直結でいくのか、ボトルの補充をするのかとか、

メンテナンスコストをどうするか、ですとか、大阪府下の自治

体で増えていますけれども、スポーツセンターから動いた方が

良いのではないかですとか、リージョンセンターとか、福祉セ

ンターから入れた方が良いのではないかとか、いろいろな取組

があると思いますので、データを積み上げていただいて、是

非、来るべき災害に備える防災という視点もありますし、ご検

討いただければと思います。 

 

非常に微々たる量なのですが、我々、水道事業もやっており

ますので売り上げも上げていかないといけないので。 

 

門真市のものは水道直結ですよね。 

 

そうです。 

 

あと、委員の皆様からありますでしょうか。 

そうしましたら私の方から強い要望があります。来年、出て

きた報告書で評価していくということであれば、やはり環境政

策課のように他の課も実施した主な事業ということで５Ｗ１Ｈ

＋客観データということで、いつ、どこで、何をやって、どの

くらい集まったかとか、そういったことを書いていただいた方

が次に向けての良い議論に進めるかと思います。もしもデータ

が出てこなかったら、ローデーターはお持ちのはずだと思いま

すので、環境政策課でプッシュしていただいて、例えば、それ
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が悪いという訳ではないですが、７ページの一番初めのところ

で、建築指導課が低炭素建築物の認定と書いてあるのですが、

それは何件認定したのか、ですとか、そのような数が欲しかっ

たり、イベントをしましたでしたら、何回実施して、どのくら

い参加した人がいたのかなど、次の議論につなげるための基礎

データの把握レベルが、今回の報告書ではバラバラなのではな

いかということです。環境政策課の部分が比較的しっかり具体

的な数値が記されていて、例えば、先程の給水器でしたら、設

置場所の説明があったらさらに良かったと思うのですが、４箇

所でペットボトル 40,043 本分くらいでしたとか、講座でも何

回開催して参加者数何人でしたということが記されています。

他課でも、記載方法にルールがなくて、事業になっていること

を挙げてきてくださいということで書かれたと思うのですが、

挙げて来られたものを、いつ、どこで、だれに、どのように、

結果はどうだったのか、継続だったら前の年に比べて参加者い

くら増えたとか、減ったとか、そういう風に記載があった方が

次の議論につながるのではないかと思いますので、これは是

非、来年やっていただきたいと思います。 

あと 1点なのですが、実施した主な事業と記載していて実施

していない事業はないはずなのですが、例えば 17 ページだと

ヒートアイランド現象への対策というのは内容だけがあって、

事業がないということはないと思いますし、環境政策課の予算

で事業化されてなくても、先程副会長がおっしゃったように他

の事業予算を使って実施されているもので、関係があるものを

横節でつないで言えるようなものがあれば、記載いただいた方

が良いと思います。ここだけ見ると、施策の 2－2 については

今年は事業実施していませんというような感じになるのは良く

ないと思いますので、何カ所か示されていないものがありまし

たので、一対一対応にならないものもあるかと思いますが、そ
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のあたりはご検討いただければ良いのではないかと思います。

次年度から本格的に私達が拝見させていただいて、改善するよ

うな PDCAサイクルを回していくということですので、是非、

他課と連携してなるだけ出せるようなものは、きっちり出して

いただいて議論の充実ができるように要望したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

あと、何か委員の皆様からございますか。 

よろしいですか。 

皆様から様々なご意見をいただいて、審議会としては大変な

充実ぶりを図っていると思いますが、ただいまのご説明にご意

見、ご質問等がないようでしたら、本日の議論として一旦まと

めさせていただきたいと思います。 

本日は３つの環境基本計画の概要、並びに庁内の温室効果ガ

ス排出量の現状、そして門真市環境基本計画の年次報告書につ

いて様々なご質問、ご意見をいただきましたこと、誠にありが

とうございます。で、どれも関連しているような現行の計画に

つながるようなところであったと思うのですが、共通している

部分については、やはり今回の目標の中心に環境教育が据えら

れているということに関して、個別のものでありながら関連性

といったものを分かりやすく知ってもらえるし、それを繋いで

いっていただけるための工夫を、今後していただきたいという

ことです。そのためには啓発であったり、ルールを知っていた

だくような情報発信の方法であるとか、あるいは、そのような

活動をされている方達に意識的に何か一つをしているのではな

くて、個人の方、事業者の方もそうですけれど、個人・事業者

がされている取組が複数の目標にも繋がってくるんだよってこ

とが進むような打ち出しであるとか、あるいは横展開という言

葉もできてきたかと思うのですが、優良事例やそういった取組

事例などを分かりやすい方法で発信していただくことによって
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市民の皆様の理解が深まったり、今そのような取組をされてお

られる方を応援したり、そういった良いネットワーク作り、地

域づくりにつながるような工夫をしていただけたら良いのでは

ないかということがひとつあったかと思います。また、個別の

問題については、資源ごみの持ち去り対策ですとか、あるいは

目標達成について電気使用量の削減などの庁内の取組がありま

したが、それは難しいのではないかというようなところもあっ

たかと思いますし、行きつ戻りつですが、緑の維持管理ってや

はり生き物なので難しいということで、大変ご苦労されている

と思うのですが、こういったところについてもご検討いただき

たいという議論もございました。それから内、外で知るような

機会を大人もこどもも持つような機会を検討されてはどうか、

ただしその場合こどもを道具として使うのではなく相互理解が

進むような、一方でこども家庭庁さんなんかは、こどもまんな

か社会ってことで、こどもを真ん中に据えて、こどもを中心と

した地域や社会をどのようなサポートができるのか、体系図な

どでは、それぞれの省庁でこんなサポートがありますとか、い

うのもありますけれど、そういったところもですね、内に向け

ても外に向けてもいろいろな皆様の知見を合わせて、より良い

提案につながるような動きがあれば良いのではないかなといっ

たところがあったかと思います。 

また、審議会の開催自体は少ないですけれども、冒頭、お伝

えしたように皆様の力でおつくりいただいたこの環境基本計画

に基づいた目標、現状を踏まえてそれをどのようすればより良

くしていけるのかということを皆様と一緒にご質問、ご意見な

どを通じて発展的に進めていこうという会でございますので、

回数は皆様からすると少ないと思われるかも知れませんが、是

非、このような機会を通じて、今日あったことを友達に、友達

百人できるかなではないですけれども、周りの人にどんどん皆
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様にご発信いただいて、審議会がアクティブと言いますか、良

いものになるよう期待したいなという風に思いました。言いそ

びれたところもあるかと思いますが、何か全体を通じてご意

見、ご質問等ございますようでしたら、事務局に伝えていただ

ければと思います。 

それでは本日予定されていたすべての案件をご審議いただき

ましたので、最後にその他の報告事項について、事務局からご

説明をいただければと思います。 

私の方はこれにて司会の方を終了させていただきますが、委

員の皆様には、審議会の円滑な進行にご協力をいただきました

こと、まことにありがとうございました。 

 

貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

いただきましたご意見等を踏まえまして、引き続き環境基本

計画に基づく取組みを進めてまいります。また、議事録の確認

につきましては、日程的な制約もございますので、会長へ一任

とさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょう

か。 

 

【異議なし】 

 

最後に、（５）「その他報告事項」でございます。 

次回の環境審議会の予定でございますが、少し開催時期を早

めまして本年 11月頃の開催を計画しております。日程が近づ

きましたら、改めてご連絡させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは、これをもちまして、令和７年度 第１回「門真市

環境審議会」を閉会させていただきます。 

ご協力いただき、誠にありがとうございました。 
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なお、資料はお持ち帰りいただいても結構ですが、環境基本

計画の冊子を既にお持ちの方は、次回の審議会の資料とさせて

いただきますので、机の上に置いておいてください。 

資料が不要の方も机の上に置いておいてくださればこちらで

回収いたします。以上でございます。 


